


（様式） 報告書№ R5 - 1

【本市モニタリングの結果】

自
至

■ 有り ☐ 無し

【運営権者への指導等】※大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書P.18～

□ 指導 □ 勧告 □ 命令 □ その他（ ）

【大津市ガス特定運営事業等検証委員会による本市モニタリングの検証結果】

現地確認の有無 ※有りの場合：モニタリング確認チェック表の備考欄を参照

大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書
令和6年7月23日

対象年度 令和5年度 対象期間 令和5年4月1日 本市確認日 令和6年7月11日
令和6年3月31日

モニタリング事項 １．経営・財務等に関する事項

モニタリングの 別紙　大津市ガス特定運営事業等　モニタリング確認チェック表のとおり
内容及び書類等

概況及び確認結果

　本事項については、要求水準書や提案事項等を基に着実に実施されており、レベル１以上

に該当する事象は発見されなかった。

　公共施設等運営権者（以下「運営権者」という。）の令和5年度営業損益については、昨

年度の赤字から黒字転換した。これは、大津市ガス供給条例の改正による料金上限の引き上

げにより、原料費の変動を適切に価格に転嫁できるようになったことが主要因である。

　事業毎では、ガス小売事業については、調定件数の増加に伴う売上高の増加や勘定外ガス

量の増加に伴う仕入高の減少により、計画より増益となった。

　附帯業務については、保安部門の体制強化のため採用を進めていることなどの影響から労

務費が増加し、営業赤字となっている。

　任意事業については、昨年度と比較して売上高が減少するも、販売費及び一般管理費も減

少したことにより、営業黒字を計上している。なお、令和5年12月より、新たな任意事業と

して、ガス小売事業に付随・関連する広告事業を追加されている。

　その他、地元企業への優先発注や消防署主催イベントへの参加、市内在住者の継続雇用な

ど、地域経済や社会貢献活動を積極的かつ適切に実施されていることを確認した。

　本年の現地モニタリングについては、内部統制に関する事項や導管業務における中立性確

保に関する事項等について、運営権者事務所にて確認を実施し、各チェック項目について、

適切に実施・管理できていることを確認した。

対応日 対応№ 　　　※指導等の経過管理は、
（通知日等） 　　　　別紙の経過一覧を参照

区分

契約内容

未達事象

　本モニタリング事項について、契約内容未達事象は確認されなかった。

是正内容

委員会検証日 令和6年7月23日

意見・助言等

　令和5年度については、営業黒字であったこと、また会社経営上の重大な問題は確かに見

受けられないことから、本事項に係る市のモニタリング結果は、適切であると判断する。

　ガス小売事業については、他小売事業者や代替エネルギーとの競争など、引き続き厳しい

環境が予想されることから、市においては、顧客数やスイッチング件数などの見通しを注視

しながら、しっかりと運営権者の経営状況をモニタリングしていただきたい。

　また、附帯業務であるが、人員確保や人材育成などについて、運営権者と市で連携を図

り、引き続き保安体制の強化に努めていただきたい。

　さらに、新たな任意事業を開始されたことから、独立採算の確保や法令順守などについ

て、確実にモニタリングされたい。
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（様式） 報告書№ R5 - 2

【本市モニタリングの結果】

自
至

■ 有り ☐ 無し

【運営権者への指導等】※大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書P.18～

□ 指導 □ 勧告 □ 命令 □ その他（ ）

【大津市ガス特定運営事業等検証委員会による本市モニタリングの検証結果】

現地確認の有無 ※有りの場合：モニタリング確認チェック表の備考欄を参照

大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書
令和6年7月23日

対象年度 令和5年度 対象期間 令和5年4月1日 本市確認日 令和6年7月11日
令和6年3月31日

モニタリング事項 ２．ガス小売に関する事項

モニタリングの
別紙　大津市ガス特定運営事業等　モニタリング確認チェック表のとおり

内容及び書類等

概況及び確認結果

　本事項については、要求水準書や提案事項等に基づき着実に業務が進められており、レベ

ル１以上に該当する事象は発見されなかった。

　ガス小売事業については、昨年度の赤字から黒字に転換した。これは大津市ガス供給条例

の改正による料金上限の引き上げにより、原料費の変動を適切に価格に転嫁できるように

なったことが主要因である。

　営業施策については、大阪ガスと連携し、ハウスメーカーやデベロッパーなどへの新築案

件向け営業を実施されるとともに、電気とのセット割引やガス警報器の設置とガス機器の一

次駆けつけサービスを付加した料金プラン等の積極的な勧誘などを実施している。その結果

として、顧客数が2年連続で増加となった。

　さらに、需要家保安業務においても、業務用換気警報器の無償取付(設置顧客588件（累

積）)を進めており、対象となる顧客の85.1％が設置済となっていることなど、提案書記載の

提案業務について着実に進められていることを確認した。

対応日 対応№ 　　　※指導等の経過管理は、
（通知日等） 　　　　別紙の経過一覧を参照

区分

契約内容

未達事象

　本モニタリング事項について、契約内容未達事象は確認されなかった。

是正内容

委員会検証日 令和6年7月23日

意見・助言等

　本事項については、運営権者によって競争力を保った営業活動や顧客サービス等が実施さ

れている。結果として、スイッチング件数が減少し顧客数が増加したことは、大いに評価で

きる。

　また、運営において重大な過失等も見受けられないことから、確かに市のモニタリング結

果は、適切であると判断する。

　運営権者においては、今後も厳しい経営環境が予想されるが、独自のキャンペーンの実施

など、更なるお客様サービスの向上に加え、競争力が向上し、市民が安全にかつ安心して使

える満足度の高いガス小売事業の実現を期待する。
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（様式） 報告書№ R5 - 3

【本市モニタリングの結果】

自
至

■ 有り ☐ 無し

【運営権者への指導等】※大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書P.18～

□ 指導 □ 勧告 □ 命令 □ その他（ ）

【大津市ガス特定運営事業等検証委員会による本市モニタリングの検証結果】

現地確認の有無 ※有りの場合：モニタリング確認チェック表の備考欄を参照

大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書
令和6年7月23日

対象年度 令和5年度 対象期間 令和5年4月1日 本市確認日 令和6年7月11日
令和6年3月31日

モニタリング事項 ３．ガス導管業務に関する事項

モニタリングの
別紙　大津市ガス特定運営事業等　モニタリング確認チェック表のとおり

内容及び書類等

概況及び確認結果

　本事項については、レベル１以上に該当する事象は発見されなかった。内管漏えい検査等

業務の現地確認において、一部検査の未実施が確認されたため、その場で指摘（検査は完

了）し、後日原因や改善策を求め、提出されたものが適切であることを確認した。なお、以

後の実施については、提出された改善策に基づき、実施されていることを確認している。

　各種モニタリング書類及び各報告会等において、業務が適切に履行されているかを確認し

た結果、需要家からガス導管業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等はなかった。さ

らに検査・点検に関する業務についても、確実に履行されていることに加え、教育訓練につ

いても、計画時期の変更などはあるが、計画通りに実施されていることを確認した。

対応日 対応№ 　　　※指導等の経過管理は、
（通知日等） 　　　　別紙の経過一覧を参照

区分

契約内容

未達事象

是正内容

　本モニタリング事項について、契約内容未達事象は確認されなかった。

委員会検証日 令和6年7月23日

意見・助言等

　本事項については、市のモニタリング結果は適切であると判断する。

　現地確認により、点検未実施箇所を指摘したことに加え、一部書類の不備を指摘するな

ど、細部にまで目が配られていることが伺われ、確かに市によるモニタリングが機能してい

ると評価する。

　また、運営権者においては、保安部の体制強化に向け、継続して社員の新規採用を行うと

ともに、それぞれの経験に即した教育訓練計画を策定するなど、効率的な人材育成が実施さ

れていることを評価する。

　今後も市民が安全で安心して都市ガスを利用できるよう、引き続き運営権者との連携を図

り、技術の向上にも繋げていただきたい。
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（様式） 報告書№ R5 - 4

【本市モニタリングの結果】

自
至

□ 有り ■ 無し

【運営権者への指導等】※大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書P.18～

□ 指導 □ 勧告 □ 命令 □ その他（ ）

【大津市ガス特定運営事業等検証委員会による本市モニタリングの検証結果】

現地確認の有無 ※有りの場合：モニタリング確認チェック表の備考欄を参照

大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書
令和6年7月23日

対象年度 令和5年度 対象期間 令和5年4月1日 本市確認日 令和6年7月11日
令和6年3月31日

モニタリング事項 ４．LPガス業務に関する事項

モニタリングの
別紙　大津市ガス特定運営事業等　モニタリング確認チェック表のとおり

内容及び書類等

概況及び確認結果

　本事項については、要求水準書や提案事項等が着実に履行されており、レベル１以上に該

当する事象は発見されなかった。

　各種モニタリング書類及び各報告会等において、業務が適切に履行されているかを確認し

た結果、需要家からＬＰガス業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等はなかった。

また、検査・点検に関する業務についても、全て履行されていることに加え、教育訓練につ

いても、リモートによる実施や計画時期の変更などはあるが、計画通りに実施されているこ

とに加え、2名の液化石油ガス設備士の資格取得を確認した。

対応日 対応№ 　　　※指導等の経過管理は、
（通知日等） 　　　　別紙の経過一覧を参照

区分

契約内容

未達事象

　本モニタリング事項について、契約内容未達事象は確認されなかった。

是正内容

委員会検証日 令和6年7月23日

意見・助言等

　運営権者においては、運営における重大な過失や事故、苦情等も見受けられないことに

加え、保安部の体制強化に向け、継続して社員の新規採用を行うとともに、それぞれの経験

に即した教育訓練計画を策定するなど、効率的な人材育成が実施され、また、国家資格の

取得など、体制強化に取り組まれていることが評価できる。このため本事項については、確

かに市のモニタリング結果は適切であると判断する。

　市においては、今後も市民が安全で安心してLPガスを利用できるよう、引き続き運営権

者と連携を図り、技術の向上にも繋げていただきたい。
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（様式） 報告書№ R5 - 5

【本市モニタリングの結果】

自
至

■ 有り ☐ 無し

【運営権者への指導等】※大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書P.18～

□ 指導 □ 勧告 □ 命令 □ その他（ ）

【大津市ガス特定運営事業等検証委員会による本市モニタリングの検証結果】

現地確認の有無 ※有りの場合：モニタリング確認チェック表の備考欄を参照

大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書
令和6年7月23日

対象年度 令和5年度 対象期間 令和5年4月1日 本市確認日 令和6年7月11日
令和6年3月31日

モニタリング事項 ５．水道業務に関する事項

モニタリングの
別紙　大津市ガス特定運営事業等　モニタリング確認チェック表のとおり

内容及び書類等

概況及び確認結果

　本事項については、水道の緊急修繕業務に一部指摘を行ったが、要求水準書や提案事項等

が着実に履行されており、レベル１以上に該当する事象は発見されなかった。

　各種モニタリング書類及び報告会等において、業務が適切に履行されているかを確認した

結果、需要家から水道業務に関する苦情や業務履行不備に伴う事故等はなかった。また、検

査・点検に関する業務についても、全て履行されていることに加えて、教育訓練について

は、コロナ禍の中、リモートによる実施や計画時期の変更などはあるが、計画通りに実施さ

れており、配管技能士３級資格を２名が取得するなど適切に訓練が行われていることを確認

した。

対応日 対応№ 　　　※指導等の経過管理は、
（通知日等） 　　　　別紙の経過一覧を参照

区分

契約内容

未達事象

　本モニタリング事項について、契約内容未達事象は確認されなかった。

是正内容

委員会検証日 令和6年7月23日

意見・助言等

　運営権者からの提出書類の確認の結果、施工に関する指摘をするなど、確実にモニタリン

グがなされている。また、運営における重大な過失や事故、苦情等が見受けられないことに

加え、保安部の体制強化に向け、継続して社員の新規採用を行うとともに、それぞれの経験

に即した教育訓練計画を策定するなど、効率的な人材育成が実施されている。また、国家資

格の取得など、体制強化に取り組まれている点も評価できる。これらのことから、本事項に

ついては、確かに市のモニタリング結果は適切であると判断する。

　市においては、今後も確実なモニタリングを継続するとともに、市民が安全で安心して水

道を利用できるよう、引き続き運営権者と連携を図り、技術の向上にも繋げていただきた

い。
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（様式） 報告書№ R5 - 6

【本市モニタリングの結果】

自
至

■ 有り ☐ 無し

【運営権者への指導等】※大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書P.18～

□ 指導 □ 勧告 □ 命令 □ その他（ ）

【大津市ガス特定運営事業等検証委員会による本市モニタリングの検証結果】

　

現地確認の有無 ※有りの場合：モニタリング確認チェック表の備考欄を参照

大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書
令和6年7月23日

対象年度 令和5年度 対象期間 令和5年4月1日 本市確認日 令和6年7月11日
令和6年3月31日

モニタリング事項 ６．非常時及び緊急時の対応に関する事項

モニタリングの
別紙　大津市ガス特定運営事業等　モニタリング確認チェック表のとおり

内容及び書類等

概況及び確認結果

　本事項については、レベル１以上に該当する事象は発見されなかった。

　令和5年度は、大規模事故や災害は発生しなかった。漏水対応では、令和6年3月に発生し

た関津地区での漏水事故において、広範囲におよぶ濁水の解消のため、本市と連携し、洗管

活動や給水活動などに従事された。

　なお、令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置付けが５類感染症と

なったことから、拠点分散化などの対策は終了している。

対応日 対応№ 　　　※指導等の経過管理は、
（通知日等） 　　　　別紙の経過一覧を参照

区分

契約内容

未達事象

　本モニタリング事項について、契約内容未達事象は確認されなかった。

是正内容

委員会検証日 令和6年7月23日

意見・助言等

　非常時及び緊急時の対応業務は発生頻度が少ないが、非常に重要な業務である。令和5年

度においては、大規模事故や災害等は無かったが、漏水対応にて市と連携しながら対応を実

施したことに関し、高く評価できる。このため本事項については、確かに市のモニタリング

結果が適切であると判断する。

　新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置付けが５類感染症となったが、

この感染症を教訓とし、改めて市と運営権者において連携を図り、非常時及び緊急時に備え

ていただきたい。
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（様式） 報告書№ R5 - 7

【本市モニタリングの結果】

自
至

□ 有り ■ 無し

【運営権者への指導等】※大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書P.18～

□ 指導 □ 勧告 □ 命令 □ その他（ ）

【大津市ガス特定運営事業等検証委員会による本市モニタリングの検証結果】

現地確認の有無 ※有りの場合：モニタリング確認チェック表の備考欄を参照

大津市ガス特定運営事業等モニタリング結果報告書
令和6年7月23日

対象年度 令和5年度 対象期間 令和5年4月1日 本市確認日 令和6年7月11日
令和6年3月31日

モニタリング事項 ７．任意事業に関する事項

モニタリングの
別紙　大津市ガス特定運営事業等　モニタリング確認チェック表のとおり

内容及び書類等

概況及び確認結果

　本事項については、レベル１以上に該当する事象は発見されなかった。

　任意事業は黒字となっており、会社経営及びガス小売事業への悪影響がない状態である

ことや大きな苦情もないことを確認した。

　なお、事業開始当初より実施されている「大阪ガスの電気」の代理店販売については、運

営権者のガス供給区域内における、「大阪ガスの電気」の令和6年3月末までの契約件数

が、事業開始から累計約19,200件となっており、ガス小売の自由競争下において、お客様

サービスの向上とガスの顧客確保に十分機能しているものと評価している。

　また、ガス小売事業に付随・関連する広告事業については、広告媒体の資産を有効に活

用し、新たな財源の確保を図るとともに、市民サービスの向上や地域経済の活性化に寄与

しているものと捉えている。

対応日 対応№ 　　　※指導等の経過管理は、
（通知日等） 　　　　別紙の経過一覧を参照

区分

契約内容

未達事象

　本モニタリング事項について、契約内容未達事象は確認されなかった。

是正内容

委員会検証日 令和6年7月23日

意見・助言等

　電気の代理店販売業務については、契約数が順調に伸びており、他社へのスイッチング

防止策として有効な手段となっている。また、ガス小売事業に付随・関連する広告事業につ

いては、市民に対するサービス向上に繋がっている。このため本事項については、確かに市

のモニタリング結果は適切であると判断する。

　運営権者においては、今後も、市民に対するサービス向上の観点から、積極的に任意事

業を企画し実施していただくことを期待する。

　市においては、現在実施されている任意事業及び今後企画される任意事業について、引き

続き適切なモニタリングに努めていただきたい。

7 ページ


